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【基本形状】
○バリアフリー等の基準に則した昇りやすい階段、ステップ高さ
○階段の中央部に２段の手摺りを設置
○滑らない材質の踏⾯
○⾃転⾞押上⽤のスロープ
 ・川裏（まち）側に設置…まち側からのアクセス性を高めるため
 ・川表（かわ）側は非設置…テラス空間には積極的に⾃転⾞を誘導しない

川表側階段
 

地覆コンクリートを細く
し、目⽴ちを軽減

【川表側階段】
 

【整備方針
◎上記の形状を基本に、個所ごとに応じた幅での階段を設置する
◎拠点となる箇所（例：住吉神社前、河川堤防と防災緑地１号（⼆線堤）との取付け部等）においては、

その場に応じたデザイン（形状・材質等）を検討する
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○滑らない材質の踏⾯
○⾃転⾞押上⽤のスロープ

・川裏（まち）側に設置…まち側からのアクセス性を高めるため
・川表（かわ）側は非設置…テラス空間には積極的に⾃転⾞を誘導しない

◎河川管理のための基本施設
◎歩⾏者のまち側からのアクセス性や避難防災機能を考慮して設置

川表側階段 
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し、目⽴ちを軽減

【川表側階段】 

整備方針】 
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◎上記の形状を基本に、個所ごとに応じた幅での階段を設置する
◎拠点となる箇所（例：住吉神社前、河川堤防と防災緑地１号（⼆線堤）との取付け部等）においては、

その場に応じたデザイン（形状・材質等）を検討する
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中央 2 丁目

○バリアフリー等の基準に則した昇りやすい階段、ステップ高さ
○階段の中央部に２段の手摺りを設置 
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◎歩⾏者のまち側からのアクセス性や避難防災機能を考慮して設置

拠点地区であり、賑わい創出のため、
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丁目 14・15

○バリアフリー等の基準に則した昇りやすい階段、ステップ高さ

・川裏（まち）側に設置…まち側からのアクセス性を高めるため
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◎河川管理のための基本施設 
◎歩⾏者のまち側からのアクセス性や避難防災機能を考慮して設置
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◎拠点となる箇所（例：住吉神社前、河川堤防と防災緑地１号（⼆線堤）との取付け部等）においては、
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15 番地区の施工状況
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【基本形状】
○⾃動⾞（河川管理⽤⾞両）の通⾏に対応する坂路（幅
 ※⽤地等の条件で設置が困難な場合には、歩⾏者等の利⽤を主とした坂路（幅２ｍ
○河川の設計基準に則した斜度（勾配
○堤防の法⾯と坂路の空間を分断してしまうため、手摺りは設置しない
○福祉施設の前などの坂路には、中間付近に

【整備
◎上記の形状を基本に、個所ごとに応じた幅
◎拠点となる箇所

ィテール等）

歩⾏者等⽤の坂路（離島航路
待合室から乗場へ⾄る坂路）

離島航路待合室前と
スペースを結ぶ

で決めた各施設の基本形状ルールに対する実際の整備内容・検討状況

基本
ルール
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【基本形状】 
○⾃動⾞（河川管理⽤⾞両）の通⾏に対応する坂路（幅

※⽤地等の条件で設置が困難な場合には、歩⾏者等の利⽤を主とした坂路（幅２ｍ
○河川の設計基準に則した斜度（勾配
○堤防の法⾯と坂路の空間を分断してしまうため、手摺りは設置しない
○福祉施設の前などの坂路には、中間付近に

◎河川管理
◎⾞両や⾞椅⼦等のまち側からのアクセス性や、河川管理機能、避難防災機能を考

慮して設置

整備方針】 
◎上記の形状を基本に、個所ごとに応じた幅
◎拠点となる箇所

ィテール等）

歩⾏者等⽤の坂路（離島航路
待合室から乗場へ⾄る坂路）

1.3ｍｍ
（有効幅員 1.02

離島航路待合室前と
スペースを結ぶ

で決めた各施設の基本形状ルールに対する実際の整備内容・検討状況

基本 
ルール 
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○⾃動⾞（河川管理⽤⾞両）の通⾏に対応する坂路（幅
※⽤地等の条件で設置が困難な場合には、歩⾏者等の利⽤を主とした坂路（幅２ｍ

○河川の設計基準に則した斜度（勾配
○堤防の法⾯と坂路の空間を分断してしまうため、手摺りは設置しない
○福祉施設の前などの坂路には、中間付近に

◎河川管理⽤⾞両の往来
⾞両や⾞椅⼦等のまち側からのアクセス性や、河川管理機能、避難防災機能を考
慮して設置

◎上記の形状を基本に、個所ごとに応じた幅
◎拠点となる箇所（例：住吉神社前、住吉⼩学校前等

ィテール等）を検討する

歩⾏者等⽤の坂路（離島航路
待合室から乗場へ⾄る坂路）

4.0ｍ（有効幅員

ｍｍ 
1.02ｍ） 

勾配

離島航路待合室前と一息
スペースを結ぶ坂路 

で決めた各施設の基本形状ルールに対する実際の整備内容・検討状況
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中央 2

○⾃動⾞（河川管理⽤⾞両）の通⾏に対応する坂路（幅
※⽤地等の条件で設置が困難な場合には、歩⾏者等の利⽤を主とした坂路（幅２ｍ

○河川の設計基準に則した斜度（勾配
○堤防の法⾯と坂路の空間を分断してしまうため、手摺りは設置しない
○福祉施設の前などの坂路には、中間付近に

⽤⾞両の往来
⾞両や⾞椅⼦等のまち側からのアクセス性や、河川管理機能、避難防災機能を考
慮して設置 

◎上記の形状を基本に、個所ごとに応じた幅
（例：住吉神社前、住吉⼩学校前等

を検討する 

歩⾏者等⽤の坂路（離島航路
待合室から乗場へ⾄る坂路） 

⾃動⾞の通⾏に
対応する坂路

ｍ（有効幅員 2.8ｍ） 

勾配 6.0％ 
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2 丁目 14・15

○⾃動⾞（河川管理⽤⾞両）の通⾏に対応する坂路（幅
※⽤地等の条件で設置が困難な場合には、歩⾏者等の利⽤を主とした坂路（幅２ｍ

○河川の設計基準に則した斜度（勾配 6％以下）とする
○堤防の法⾯と坂路の空間を分断してしまうため、手摺りは設置しない
○福祉施設の前などの坂路には、中間付近に 2ｍ程度の⽔平部分（一息スペース）を設置する

⽤⾞両の往来のための基本施設
⾞両や⾞椅⼦等のまち側からのアクセス性や、河川管理機能、避難防災機能を考

◎上記の形状を基本に、個所ごとに応じた幅・勾配
（例：住吉神社前、住吉⼩学校前等

⾃動⾞の通⾏に
対応する坂路 
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きる場合は「四阿」を設置

 

堤防天端のまち側へ設置 
天端に設置する場合は「パーゴラ」

まち側に設置しても川⾯への眺めは確保できる 

で決めた各施設の基本形状の整備内容について

     4 

 

められるよう堤防天端

 

⽅針・形状について⾒直し 

丁目 14・15
に設置したローポールタイプの照明と同様、シンプル

プロムナード全体、まち側観光交流拠点と一体のものとし、
案内内容、意匠、設置位置等をトータルで検討する 

広場空間が確保で
」を設置 

天端に設置する場合は「パーゴラ」 

で決めた各施設の基本形状の整備内容について 

 


